
 
１ 新造したり、購入等した船を新たに漁船登録する場合 

 
 

 

  

船の長さ10メートル以上 （建造工事着工前に） 建造許可
①漁船を造りたい場合

船の長さ10メートル未満 総トン数の測度 新規登録

例）（1）造船所又は船舶販売店へ注文して漁船を建造
　   （2）自ら漁船を建造

②購入した新船を漁船登録したい場合 総トン数の測度 新規登録

例）造船所又は船舶販売店から新船（船外機船等）を購入

「改造」する場合 改造許可
船の長さ10メートル以上 ↓

「改造」しない場合 新規登録

船の長さ10メートル未満
例）漁業者から中古漁船を購入

「改造」する場合 改造許可
船の長さ10メートル以上

「改造」しない場合 転用許可
↓

船の長さ10メートル未満 新規登録

例）（1）漁業者から漁船登録抹消船を購入
　　（2）漁業者以外の者（船舶販売店、仲介業者等）から漁船登録抹消船を購入

③県内で購入した中古漁船
　を登録したい場合

④県内で購入した漁船登録
　抹消船を登録したい場合

「改造」する場合 改造許可

「改造」しない場合 転用許可
↓

新規登録

例）（1）漁業者以外の者（船舶販売店、仲介業者等）から県外で登録されていた漁船登録抹消船
　　を購入。但し、漁船抹消原簿の内容で漁業者間売買であることが確認できる場合は、③に同じ。

⑤県外から購入した中古漁
　船等を登録したい場合

船の長さ10メートル以上

船の長さ10メートル未満

立入検査



 

 
注）ケースによっては上記の手順と異なる場合もありますので、申請の際には一度水産振興課又

は水産事務所へお問い合わせください。 
  

上記③～⑤と手順は同じ。
「購入した」を「無償で譲られた」に読み替える。

「改造」する場合 改造許可
船の長さ10メートル以上

「改造」しない場合 転用許可
↓

船の長さ10メートル未満 新規登録

「改造」する場合 改造許可
船の長さ10メートル以上

「改造」しない場合 転用許可
↓

船の長さ10メートル未満 総トン数の測度 新規登録

例）（1）購入したプレジャーボート等の一般船舶を漁船登録したい

　　（2）所有するプレジャーボート等の一般船舶を漁船登録したい

⑨漁船を相続した場合 新規登録

⑩１トン未満無動力船に推進機関を設置した場合 総トン数の測度 新規登録

⑧一般船舶を漁船登録した
　い場合

⑥無償で譲られた中古漁船
　等を登録したい場合

⑦登録が抹消された自己所
　有船を再び漁船登録したい
　場合



２ 登録漁船について登録内容を変更する場合 

 
  

⑪船名を変更した場合

⑫所有者の氏名又は名称を変更した場合（改名、改称）

⑬所有者の住所を変更した場合

⑭使用者を変更した場合 変更登録

⑮使用者の氏名又は名称若しくは住所を変更した場合

⑯使用者死亡により使用権を相続した場合

⑰総トン数を変更した場合 総トン数の測度
登録寸法が変更される場合は→改造許可

⑱無線電話（電信）を設置又は変更若しくは撤去した場合

船の長さ10メートル以上 改造許可

船の長さ10メートル未満 変更登録

船の長さ10メートル以上 改造許可

船の長さ10メートル未満 総トン数の測度 変更登録

改造許可

船の長さ10メートル以上

船の長さ10メートル未満

変更登録

推進機関の種類、馬
力数を変更する場合

推進機関の種類、馬
力数を変更しない場
合

推進機関の種類、馬
力数を変更する場合

推進機関
変更届出

⑲漁業種類を変更したい場合

⑳登録寸法を変更したい場合

21推進機関を変更したい場合



３ その他の手続き 

 

漁船登録の再交付 再交付

登録謄本の交付を請求するには 登録謄本の交付

漁船登録を抹消するには 登録の失効

漁船検認を受けるには 検認


